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大きく分類すると

特定商取引法

規制対象のランク

01
特定商取引法

規制対象外のランク

02



特定商取引法規制対象のランク

愛用者特約

(訪問販売)

01
店舗登録

(業務提供誘引

販売取引)

02
特約Ｂ

(業務提供誘引

販売取引)

03
特約Ａ

(業務提供誘引

販売取引)
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特定商取引法規制対象外のランク

一般

(※リアル講習会場での

商品販売は訪問販売取引

規制あり)

01
愛用者登録

(※リアル講習会場での

商品販売は訪問販売取引

規制あり)

02
法人格ランク
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契約の関係性

環境保全研究所 契約者
契約書

上位店

担当者・仕入先 契約者に対する指導や情報伝達、売掛金の回収催促等、
「販売代理店規定」に定めた上位店としての役割を担う。

契約金



契約書の特徴

特商法対象者 法廷書面を必ず紙で渡す

特商法対象外 電子契約でもＯＫ

愛用者特約、店舗登録、特約B、特約A

一般、愛用者登録、法人格ランク
※システムの準備が整うまでの間、法人格ランクにおきましては、

環境保全研究所から契約書を郵送でお送りします。

※環境保全研究所から契約書を郵送でお送りします。

※クーリングオフあり

※クーリングオフなし



契約者上位店
契約書

個人情報代理登録

これまで

(業務代行) (申込書)



契約締結の流れ（特商法対象者）

契約者
事業部本体

Web契約招待

メール or SMS

Web上で契約書
を確認する

個人情報の登録、パス
ワードの登録をご自身で
行う

環境保全

承認

契約書郵送
(署名捺印は必要なし)

全国販社



環境保全

承認

契約者契約番号

専用番号が作られる
契約番号が記載
された契約書

・メーカーが発行した契約書を契約者自身がWeb上で確認
・契約者自身が承諾した上で、個人情報を入力し申し込む
・環境保全が承認したという証として、専用の契約番号を生成
・その契約番号が記載された契約書がご本人様の手元に郵送で届く
・メーカー承認の元、確実に契約が交わされる仕組み



契約書
イメージ



印紙代について

印紙代：契約によって変わります

ランク 印紙代

愛用者特約（3万円）

200円特約B（10万円）

特約A（20万円）

法人取扱店B（30万円）

4,000円
法人取扱店A（50万円）

法人特約店（100万円）

法人卸売店（200万円）

ウルトラ販社（300万円）

※印紙代、郵送代に関しては当面の間、環境保全研究所で費用を負担させていただきますが、
業務代行手数料および送料等、諸費用負担の全体的な見直しを企画しておりますので、
その際に改めて負担対象とするか検討させていただきます。

※準備が整い次第、電子契約に移行



契約書を郵送しなくて良いランク（特商法対象外）

一 般

愛用者登録

法人格ランク

Web上で契約書
を確認する

承認後、メール or
SMSで完了報告

電子契約に移行するまでは郵送対応

※署名捺印は必要なし

※Web契約招待機能の準備が整っていないため、顧客情報を頂戴し、
環境保全研究所にて登録を行う。



現場での新規勧誘 → 登録までのイメージ

✔ 予め契約書をお見せする

✔ ご納得いただけたらメールアドレスと携帯番号を伺う

✔ 顧客登録担当（全国販社 or 事業部本体）が招待

✔ 契約者本人がWeb上で再度契約書を確認

✔ 契約者本人がWeb上で個人情報を入力

✔ 契約番号が生成され、契約書がPDFでダウンロード可能となる

✔ 契約書に書かれた上位店の契約金振込先に契約金を振り込む

✔ 契約番号を明記して振込明細のキャプチャを環境保全に送る(メールor郵送)

✔ 店舗登録の方は証明書を環境保全に送る(メールor郵送)

✔ 環境保全で承認した後、メール or SMSで完了連絡をし、契約書を郵送

※法人取扱店Bを除く



契約ランクごとの手続きに関しては別途ご案内します。


